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お
知
ら
せ

　

鳥
取
県
と
大
山
町
で
は
、
高
齢
者
の
交

通
事
故
防
止
と
あ
お
り
運
転
抑
止
の
た
め
、

安
全
運
転
装
置
を
購
入
・
取
付
け
し
た
際

に
そ
の
費
用
の
一
部
補
助
（
割
引
）
を
行

い
ま
す
。

　

補
助
（
割
引
）
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、

県
に
登
録
さ
れ
た
店
舗
の
み
で
、
対
象
店

舗
は
県
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
補
助
（
割

安
全
運
転
装
置（
　
　
　
　
　
）購
入
・
取
付
け
補
助

運
転
免
許

自
主
返
納
支
援
事
業

　

運
転
免
許
を
自
主
的
に
返
納
し
、
ス

マ
イ
ル
大
山
号
の
利
用
登
録
を
さ
れ
た

町
民
の
方
に
、
ス
マ
イ
ル
大
山
号
の
回

数
券
を
交
付
し
ま
す
。

◆
交
付
内
容

　

ス
マ
イ
ル
大
山
号
回
数
券
４
冊

　

＊
１
冊
は
５
０
０
円
券
×
６
枚

◆
対
象
と
な
る
方

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
（
年
齢

制
限
な
し
）

◦
有
効
期
限
の
あ
る
運
転
免
許
を
自
主

返
納
さ
れ
た
町
民

◦
ス
マ
イ
ル
大
山
号
の
利
用
登
録
者

◦
町
税
等
の
滞
納
（
世
帯
全
員
を
含
み

ま
す
）
が
な
い
方

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　

次
の
も
の
を
準
備
し
て
企
画
課
、
ま

た
は
各
支
所
総
合
窓
口
室
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

①
「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
通

知
書
」
ま
た
は
「
運
転
免
許
経
歴
証

明
書
」

②
印
鑑

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
２

ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
時
加
速
抑
制
装
置

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

引
）
は
、
鳥
取
県
分
と
大
山
町
分
を
併
せ

て
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
各
店
舗

に
補
助
枠
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
各

店
舗
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

・
加
速
抑
制
装
置
、
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

と
も
一
人
１
回
限
り
の
補
助
と
な
り
ま

す
。

・
鳥
取
県
が
指
定
し
た
店
舗
以
外
で
購
入
・

取
付
け
さ
れ
た
場
合
、
補
助
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

・
鳥
取
県
が
指
定
し
た
店
舗
一
覧
は
、
鳥

取
県
又
は
大
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

	
https://w

w
w
.pref.tottori.lg.jp/

koureisyaanzenunten/

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
２

【補助（割引）内容】
ペダル踏み間違い時加速抑制装置設置補助

割引の対象と
なる方（条件）

・町内に居住し、年齢が今年度末で満75歳以上に
なる人
・既販車に加速抑制装置を取り付ける人
・自動車の停車時及び徐行時において、「アクセル
ペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電
気的に制御する装置」または「前方又は後方の障
害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アク
セルペダルが強く踏み込まれた際に加速を抑制す
る装置」を購入・取付けした人
・自動車検査証に記載された「所有者の氏名又は名
称」または「使用者の氏名又は名称」に記載されて
いる氏名と運転免許証に記載された氏名が同一で
ある人（所有者〔使用者〕の家族が申請する場合は、
「所有者の住所」または「使用者の住所」と免許証に
記載された住所が同一である人）
・自動車検査証の「自家用・業務用の別」が自家用
であること

対象店舗 鳥取県が指定した店舗

補助金（割引）
の額 鳥取県3万円（上限）、大山町3万円（上限）

ドライブレコーダー設置補助

割引の対象と
なる方（条件）

・町内に居住する人（年齢制限なし）
・自動車に単体又は複数のカメラで車体の前後を同
時撮影が可能なもの（自動車の前と後に２カメラ
のものまたは360度撮影可能なもの）を購入・
取付けした人
・自動車検査証に記載された「所有者の氏名又は名
称」または「使用者の氏名又は名称」に記載されて
いる氏名と運転免許証に記載された氏名が同一で
ある人（所有者〔使用者〕の家族が申請する場合は、
「所有者の住所」または「使用者の住所」と免許証に
記載された住所が同一である人）
・自動車検査証の「自家用・業務用の別」が自家用
であること

対象店舗 鳥取県が指定した店舗 鳥取県が指定した店舗のう
ち、大山町内にある店舗

補助金（割引）
の額 鳥取県3千円（上限） 鳥取県３千円（上限）、

大山町3千円（上限）


